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指
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建
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局
道
路
管
理
部
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課
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一
部
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正
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る
規
程
…
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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
三
十
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
十
月
一
日

付
け
で
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
法
第

五
十
一
条
及
び
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
障
害
者
支

援
施
設
及
び
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則

（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
七
十
二
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
三
十
一
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
十
一
月
一

日
付
け
で
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
法

第
五
十
一
条
及
び
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
障
害
者

支
援
施
設
及
び
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
規

則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
七
十
二
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
三
十
二
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律

第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整

備
す
べ
き
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

都
道
東
京
市
川
線

二

指
定
す
る
区
間

江
戸
川
区
船
堀
五
丁
目
千
二
百
六
十
番
一
地

先
か
ら
同
区
一
之
江
七
丁
目
百
六
十
八
番
十

四
地
先
ま
で

三

指
定
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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規

程
（
下
水
）

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
五
十
一
号

東
京
都
下
水
道
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
四
日

東
京
都
下
水
道
局
長

和
賀
井

克

夫

東
京
都
下
水
道
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
下
水
道
条
例
施
行
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
二
十
八
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
（
甲
）
中
「㊞
」
を
削
り
、

「

」
を

「

」
に

改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
（
乙
）
中
「㊞

」
及
び
「３
届
出
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表

者
の
氏
名
）
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

」
を
削
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
の
二
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
七
号
様
式
か
ら
第
八
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
九
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、

「

※
１

使
用
者

」
を

「

使
用
者

」
に
、

「

※
２

料
金
請
求
先

」
を

「

※
１

料
金
請
求
先

」
に
、

「

」
を

「

」
に
、

※
３

変
更
の
内
容

※
２

変
更
の
内
容

「

」
を

「※
１

使
用
者
と
料
金
請
求
先
の
氏
名
・
住
所
等
が
異
な
る
場
合
の
み
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

※
２

変
更
す
る
事
項
を
○
で
囲
み
、
変
更
の
詳
細
又
は
変
更
前
の
内
容
を
記
入
し
て
く
だ
さ

い
。

」
に

改
め
、

「

課
長

課
長
代
理

担
当

」
を
削
る
。

別
記
第
九
号
様
式
の
二
中

「
お
客
さ
ま
サ
ー
ビ
ス
課

」
、

課
長

業
務
担
当

管
路
施
設
担
当

課
長
代
理

担
当

課
長
代
理

担
当
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「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

「
出
張
所

」
及
び
「㊞

」
を
削
り
、

所
長

担
当

別
記
第
十
号
様
式
（
表
）
中

「

適・否

課
長

課
長
代
理

係
員

」
を

「

適
・

否

」
に
改
め
、
「㊞

」
を
削
り
、

別
記
第
十
号
様
式
（
裏
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。
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別
記
第
十
一
号
様
式
中

「

課
・
所
長

課
長
代
理

担
当
者

」
を
削
り
、

「
㊞

」
を

「

」
に
、
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「
上
記
の
者
は
、
右
の
扶
助
等
の
受
給
者
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

年
月

日

㊞

」
を

「

上
記
の
者
は
、
右
の
扶
助
等
の
受
給
者
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

年
月

日

確
認
事
業
所
名

」
に
、

「

１
受
給
証
書
記
号
番
号

（
）

２
そ
の
他

（
）

確
認
者

㊞

」
を

「

１
受
給
証
書
記
号
番
号

（
）

２
そ
の
他

（
）

確
認
者

」
に
、

「郵
便
又
は
信
書
便
に
よ
る
送
付
に
よ
り
届
け
出
る
方
は
、
こ
の
欄
に
確
認
印
を

受
け
て
く
だ
さ
い
。

」
を

「郵
便
又
は
信
書
便
に
よ
る
送
付
に
よ
り
届
け
出
る
方
は
、
こ
の
欄
に
確
認
先
の

名
称
及
び
電
話
番
号
の
記
載
を
求
め
て
く
だ
さ
い
。

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
下
水
道
条
例
施
行
規
程
の
様
式

（
こ
の
規
程
に
よ
り
改
正
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所

要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


